
 

インボイス制度直前対策 

要注意！ 令和5年10月1日を“ またぐ ”取引のインボイス 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

９月 30日までの取引の請求書等を 

10月１日以後に発行する場合 

インボイスの発行は、売手において課税資産の譲渡

等（資産の引渡し、貸付け、役務の提供）を行った日が

基準になります。10月 1日をまたぐ取引の請求書等の

発行については、「いつ課税資産の譲渡等が行われたか」

が重要なポイントになります。 

（1） 請求の締め日が月末のケース 

売上の請求が「月末締め・翌月に請求書発行」のケ

ースでは９月３０日までに行われた課税資産の譲渡等

であれば、請求書等の発行日が 10月 1日以後であっ

ても、現行の請求書（区分記載請求書）で問題はありま

せん。 

(2) 請求の締め日が月末でないケース 

事業者によっては、請求の締め日が月の末日でない

ケースがあります。例えば、20 日締めで「9 月 21 日～

10月20日」のように、インボイス制度開始日の「10月

１日」をまたぐ請求書等については注意が必要です。 

売手は、10月1日から１０月２０日までの取引につい

てはインボイスを発行する必要がありますが、9月21日

から 9 月 30 日までの取引については、現行の請求書

の発行が認められています。 

 

 

 

 

 
 

請求書等の発行の際には、① 請求書を 2 枚に分ける

② 1 枚の請求書に期間で区切って記載する—などの

方策が考えられます。 

ただし、買手側からすれば 10 月 1 日前後の課税仕

入れがいずれも仕入税額控除の対象となります。その

ため、インボイスの記載要件を満たす請求書等であれ

ば、9 月分と 10 月分で期間等を区切らず 1 枚にまと

めて発行することも可能です。 

制度開始前からインボイスを発行しても問題はありま

せん。準備ができた段階で、インボイスに切り替えておく

と良いでしょう。 

９月３０日までに支払う短期前払費用 

（家賃・保守点検料等）の取扱い 

法人税法や所得税法では、継続適用を条件に事務

所家賃や保守点検料などを 1 年分前払いした費用の

全額を、実際の支払時に短期前払費用として損金また

は必要経費処理することが認められています。消費税法

においても、法人税法等の経理において全額を短期前

払費用として処理する場合には、その支払時点で課税

仕入れとすることができます。 

例えば、9月３０日に 1年分の事務所家賃を前払いし

て、短期前払費用として処理した場合、貸手から現行の

請求書等を受け取り、帳簿に所定の事項が記載してあ

れば、仕入税額控除の対象になります。 

適格請求書発行事業者を 

選択した免税事業者の場合 

免税事業者から適格請求書発行事業者となる場合

は、9 月決算法人を除いて同一事業年度内に免税事業

者の期間と課税事業者の期間が存在することになりま

す。免税事業者の期間である9月30日までの売上、仕

入、売掛金、買掛金を集計し、区分しておきます。 

請求の締め日が月の末日でない場合は、9月 30日

までと 10月 1日以後の請求分を分けて請求書等を発

行しましょう。 
出典：TKC事務所通信 

2023 年 9 月 第 363 号 

中 期経営 計画教 室 のご案 内  

■ 今月の開催日時 ： 令和 5年 9月 21日（木）10：00～17：00   

■ ※ 毎月第三木曜日開催       

■ 会  場 ： ベイヒルズ税理士法人 セミナー室  

■ 参加費 ： 弊社顧問先様 1日 30,000 円     

 一般の方 1日 50,000円  

※ 詳細のお問い合わせ、お申し込みは、045-450-6701 

（担当MAS課）までご連絡ください。 

 課税資産の譲渡等

の日付が重要です 

 


